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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
充
実
・
強
化
を
求
め
る
意
見
書

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
国
民
の
協
力
の
も
と
国
を
挙
げ
て
の
懸
命
な
対
策
に
よ
り
、
収
束
へ

の
兆
し
が
見
え
た
も
の
の
、
こ
こ
に
き
て
新
規
感
染
者
が
増
加
す
る
な
ど
全
国
的
に
拡
大
し
て
お
り
、
ま
さ

に
「
第
三
波
」
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

国
と
地
方
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
感
染
症
対
策
と
社
会
経
済
活
動
の
両
立
を

図
り
な
が
ら
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
下
で
の
新
し
い
生
活
様
式
の
定
着
や
分
散
型
国
土
の
構
築
等
、
直
面
す
る
様

々
な
課
題
の
解
決
に
向
け
協
力
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
駆
使
し
て
こ
の
国
難
を
克
服
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
う
し
た
中
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
我
々
の
社
会
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
今
後
も
一
定
期
間
続

く
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
の
生
活
を
守
る
た
め
当
面
の
対
策
に
必
要
な
財
源
の
確
保
や
医
療
・
介

護
の
提
供
体
制
の
維
持
、
仕
事
や
教
育
の
機
会
等
の
確
保
・
保
障
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す

る
。

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急

包
括
支
援
金
に
つ
い
て
、
感
染
拡
大
状
況
や
地
方
自
治
体
の
財
政
需
要
を
考
慮
し
つ
つ
、
令
和
三
年
度
予

算
に
お
い
て
も
十
分
な
額
を
確
保
す
る
こ
と
。

二

地
方
に
お
け
る
診
療
・
検
査
体
制
が
確
実
に
整
備
で
き
る
よ
う
、
国
と
し
て
責
任
を
持
っ
て
試
薬
や
検

査
キ
ッ
ト
等
の
安
定
供
給
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
等
検
査
を
行
う
検
査
技
師
の
育
成
な

ど
、
地
方
の
検
査
体
制
の
充
実
・
強
化
に
対
し
、
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
た
支
援
を
行
う
こ
と
。

三

感
染
拡
大
に
よ
る
受
診
・
利
用
控
え
等
に
よ
り
経
営
が
悪
化
し
た
小
児
救
急
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
機

関
や
福
祉
施
設
等
に
対
し
て
適
切
な
支
援
策
を
講
じ
、
医
療
・
介
護
体
制
の
安
定
、
継
続
を
支
援
す
る
こ

と
。
ま
た
、
医
療
・
介
護
従
事
者
に
対
す
る
慰
労
金
の
「
期
間
延
長
」
や
薬
剤
師
等
へ
の
「
対
象
拡
大
」

を
図
る
と
と
も
に
、
危
険
手
当
を
制
度
化
す
る
な
ど
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
支
援
の
充

実
を
図
る
こ
と
。

四

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
事
業
の
継
続
や
雇
用
の
維
持
の
た
め
の
支
援
の
延
長
・
拡
充
を

図
る
こ
と
。
ま
た
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
対
し
支
援
を
行
う
商
工
団
体
に
つ
い
て
人
員
の
増
員

な
ど
抜
本
的
強
化
を
図
る
こ
と
。

五

学
校
に
お
け
る
密
集
環
境
を
避
け
る
た
め
一
学
級
あ
た
り
の
標
準
人
数
の
見
直
し
や
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業

に
よ
る
単
位
認
定
の
緩
和
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
ス
ペ
ッ
ク
選
定
に
お
け
る
柔
軟
性
の
確
保
等
、
地
域
、
学
校

の
実
状
を
考
慮
し
つ
つ
新
し
い
生
活
様
式
に
対
応
で
き
る
教
育
環
境
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
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